
お
知
ら
せ

も
よ
お
し
・
講
座

募
　
集

無
料
相
談

お
知
ら
せ
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ア
プ
リ「
上
越
健
康
プ
ラ
ス
」

で
健
康
管
理
し
ま
せ
ん
か

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
ア
プ
リ

「
上
越
健
康
プ
ラ
ス
」
で
は
、
健

康
診
断
の
情
報
を
基
に
し
た
⽣
活

習
慣
病
の
進
⾏
度
チ
ェ
ッ
ク
や
健

康
ア
ド
バ
イ
ス
の
ほ
か
、
歩
数
や

血
圧
、
体
重
の
把
握
に
よ
り
皆
さ

ん
の
健
康
管
理
を
応
援
し
ま
す
。　

時
４
月
１
日
㊋
～
令
和
８
年
３
月

31
日
㊋　
対
18
歳
以
上
の
市
民
ま

た
は
市
内
に
勤
務
す
る
人　
定
５

０
０
人
（
申
込
順
）　
申
４
月
１

日
㊋
～
12
月
31
日
㊌
の
間
に
ア
プ

リ
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
の
上
、

参
加
登
録

廃
棄
物
の
野
外
焼
却（
野
焼
き
）

は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

　
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
い
わ
ゆ

る
野
焼
き
。
法
の
基
準
を
満
た
さ

な
い
焼
却
炉
な
ど
で
の
家
庭
ご
み

の
焼
却
を
含
む
）
は
、
法
律
で
原

則
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
ダ
イ
オ
キ

シ
ン
類
の
発
⽣
の
ほ
か
、
火
災
や

煙
害
に
よ
り
地
域
の
皆
さ
ん
に
迷

惑
が
か
か
る
た
め
、や
め
ま
し
ょ
う
。

　
違
反
し
た
場
合
、
罰
則
（
５
年

以
上
の
懲
役
も
し
く
は
１
千
万
円

以
下
の
罰
金
ま
た
は
こ
の
併
科
）

が
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

も
の

・�

国
、
地
方
公
共
団
体
が
施
設
管

理
の
た
め
に
⾏
う
必
要
な
焼
却

・�

災
害
予
防
、
応
急
対
策
ま
た
は

復
旧
の
た
め
に
必
要
な
焼
却

・�

風
俗
慣
習
上
ま
た
は
宗
教
上
の

⾏
事
の
た
め
の
焼
却
（
ど
ん
ど

焼
き
な
ど
）

・�

農
林
漁
業
の
た
め
の
や
む
を
得

な
い
焼
却
（
漁
網
に
付
い
た
海

産
物
の
焼
却
な
ど
）

・�
日
常
⽣
活
を
営
む
上
で
通
常
⾏

わ
れ
る
軽
微
な
焼
却（
た
き
火
、

キ
ャ
ン
プ
フ
ァ
イ
ヤ
ー
を
⾏
う

際
の
木
く
ず
の
焼
却
な
ど
）

問
⽣
活
環
境
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
６
・
５
１
１

１
、
内
線
６
１

７・８
１
１
１
）

国
民
年
金
保
険
料
に 

関
す
る
お
知
ら
せ

　
令
和
７
年
度
の
国
民
年
金
保
険

料
は
、月
額
１
万
７
５
１
０
円
で
す
。

問
上
越
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

（
☎
０
２
５・５
２
４・４
１
１
２
）

●
国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付

特
例
制
度
（
令
和
７
年
度
）

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
を
猶

予
し
ま
す
。
猶
予
さ
れ
た
期
間
は
、

障
害
基
礎
年
金
や
老
齢
基
礎
年
金

を
受
給
す
る
た
め
の
対
象
期
間
と

な
り
ま
す
が
、
老
齢
基
礎
年
金
の

受
給
額
に
は
計
算
さ
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
猶

予
さ
れ
た
期
間
の
保
険
料
を
後
か

ら
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
対
象
と
な
る
大
学
や
専
門
学
校

な
ど
に
在
学
中
の
学
生
で
前
年
の

所
得
が
基
準
額
以
下
の
人　
申
問

４
月
１
日
㊋
以
降
に
学
生
証
の
写

し
や
在
学
証
明
書
原
本
を
持
参
し

て
国
保
年
金
課
（
☎
０
２
５
・
５

２
０
・
５
７
１
６
）、
各
総
合
事

務
所
、
南
・
北
出
張
所
、
上
越
年

金
事
務
所
国
民
年
金
課
（
☎
０
２

５
・
５
２
４
・
４
１
１
２
）

助
産
師
に
よ
る
健
康
相
談
室

お
よ
び
産
後
ケ
ア
の
相
談
時

間
が
変
わ
り
ま
す

　
４
月
１
日
㊋
か
ら
、
市
民
プ
ラ

ザ
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
で
の
相
談
時

間
が
次
の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

●
相
談
時
間

　
月
・
木
曜
日
＝
午
前
９
時
30
分

～
11
時
30
分
、
金
曜
日
＝
午
前
９

時
30
分
～
11
時
30
分
、
午
後
１
時

30
分
～
３
時
30
分

申
来
所
相
談
を
希
望
す
る
場
合
は

事
前
に
上
越
助
産
師
会（
☎
０
９
０・

５
１
９
９・１
６
３
７
）　
問
こ
ど

も
家
庭
セ
ン
タ
ー

（
☎
０
２
５・５
２

０
・
５
８
４
３
）

上
越
市
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画

の
変
更
申
出
書
を
受
け
付
け
ま
す

　
申
出
書
を
提
出
す
る
場
合
は
、

事
前
に
内
容
を
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。

時
受
付
期
間
＝
４
月
1
日
㊋
～
30

日
㊌　
対
令
和
７
年
末
頃
を
目
途

に
計
画
変
更
（
農
振
除
外
・
農
振

編
入
）
す
る
も
の　
申
問
農
政
課

（
☎
０
２
５・５
２
０・５
７
４
９
）

ま
た
は
各
総
合
事
務
所

「
緑
の
募
金
」運
動
に 

ご
協
力
を

　
４
月
１
日
㊋
～
５
月
31
日
㊏
の

間
、「
緑
の
募
金
」
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
頂
い
た
募
金
は
、
住

民
参
加
に
よ
る
苗
木
の
植
樹
や
森

林
環
境
整
備
の
ほ
か
、
緑
化
イ
ベ

ン
ト
の
開
催
、「
緑
の
少
年
団
」

の
活
動
支
援
な
ど
に
活
用
さ
れ
ま

す
。
募
金
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

問
農
林
水
産
整
備
課（
☎
０
２
５・

５
２
０
・
５
７
５
９
）

就
学
援
助
制
度

　
経
済
的
に
困
っ
て
お
り
、
所
定

の
要
件
を
満
た
す
家
庭
に
小
・
中

学
校
で
か
か
る
費
用
の
一
部
を
援

助
し
ま
す
。
詳
し
く
は
学
校
か
ら

の
案
内
ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

時
申
請
期
限
＝
４
月
30
日
㊌
（
５

月
以
降
も
随
時
受
け
付
け
ま
す
が
、

申
請
月
分
か
ら
の
援
助
と
な
り
ま

す
）　

※
年
度
ご
と
に
申
請
が
必

要
で
す　
申
通
学
し
て
い
る
小
・

中
学
校
、
学
校
教
育
課
、
各
総
合

事
務
所
の
教
育・文
化
グ
ル
ー
プ
、

南
・
北
出
張
所　
問
学
校
教
育
課

（
☎
０
２
５
・

５
４
５
・
９
２

４
４
）

子
ど
も
交
流
活
動
支
援
事
業

補
助
金

　
子
ど
も
が
主
体
と
な
っ
て
企
画

や
運
営
を
行
う
活
動
な
ど
を
支
援

し
ま
す
。　

対
町
内
の
子
ど
も
会
、
地
区
子
ど

も
会
連
絡
協
議
会
、
地
域
青
少

年
育
成
会
議
ま
た
は
文
化
活
動
団

体
な
ど
が
申
請
日
～
令
和
８
年
３

月
末
ま
で
に
行
う
活
動　
他
補
助

金
額
＝
補
助
対
象
経
費
×
補
助
率

（
50
ま
た
は
１
０
０
パ
ー
セ
ン
ト
）、

１
団
体
に
つ
き
上
限
１
万
円
、
10

団
体
以
上
ま
た
は
参
加
者
募
集
範

囲
に
よ
り
上
限
10
万
円　
申
問
令

和
８
年
２
月
27
日
㊎
ま
で
に
社
会

教
育
課
（
☎
０
２
５
・
５
４
５
・

９
２
５
４
）
ま

た
は
各
総
合
事

務
所

詳しくは詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは




